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畜産高度化支援リース事業留意事項（通常リース用）の一部改正 

 

改正後 現 行 

１～５［略］ 

２ 貸付対象施設等の範囲について 

（１）経営リース 

  ア～エ ［略］ 

オ．簡易畜舎については、家畜の飼養環境の改善や衛

生環境の改善を図り、畜産経営の健全な発展に資す

るため、より多くの意欲ある畜産農家が施設導入費

等を削減し、経営合理化を推進できるよう活用いた

だくものです。 

当機構の経営リースで利用できる簡易畜舎は、肉

用繁殖牛、肉用育成牛、乳用乾乳牛若しくは乳用育

成牛のための畜舎、地鶏等の小規模な畜舎又は養豚

農家における隔離舎等として利用するものとしま

す。 

また、経費については、原則として次に掲げる基

準事業費を上限とします。ただし、地域の実状等や

むを得ない事由であることを一般財団法人畜産環境

整備機構理事長（以下「理事長」という。）が特に認

めた場合には、特認事業費を上限とすることができ

るものとします。なお、特認事業費の適用を受ける

に当たっては、施設整備に係る各経費を十分確認

し、資材価格の動向や地域的な要因等を検証した上

で、施設整備費が適切かつ最小限となるよう留意く

１～５［略］ 

２ 貸付対象施設等の範囲について 

（２）経営リース 

  ア～エ ［略］ 

オ．簡易畜舎については、家畜の飼養環境の改善や衛生

環境の改善を図り、畜産経営の健全な発展に資するた

め、より多くの意欲ある畜産農家が施設導入費等を削

減し、経営合理化を推進できるよう活用いただくもの

です。 

当機構の経営リースで利用できる簡易畜舎は、肉

用繁殖牛、肉用育成牛、乳用乾乳牛若しくは乳用育

成牛のための畜舎、地鶏等の小規模な畜舎又は養豚

農家における隔離舎等として利用するものとしま

す。 

また、経費については、原則として次に掲げる基

準事業費を上限とします。ただし、地域の実状等や

むを得ない事由であることを一般財団法人畜産環境

整備機構理事長（以下「理事長」という。）が特に認

めた場合には、特認事業費を上限とすることができ

るものとします。なお、特認事業費の適用を受ける

に当たっては、施設整備に係る各経費を十分確認

し、資材価格の動向や地域的な要因等を検証した上

で、施設整備費が適切かつ最小限となるよう留意く
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ださい。 

 

簡易畜舎の

種類 

基準事業費(税

抜き) 

特認事業費(税

抜き) 

肉用牛舎 ３５千円/㎡ ４０千円/㎡ 

乳用牛舎 ３５千円/㎡ ４０千円/㎡ 

一般豚舎 ３５千円/㎡ ４０千円/㎡ 

分娩豚舎 ３５千円/㎡ ４０千円/㎡ 

鶏舎 ３５千円/㎡ ４０千円/㎡ 

※上記事業費には、ストール等附帯設備は含みま

せん。 

貸付けを希望される畜舎が、貸付施設等の簡易

畜舎に該当するかどうかは、あらかじめ、当機

構の担当者に問い合わせください。 

  ［以下略］ 

３～５ ［略］ 

６ 貸付料について 

（１）［略］ 

（２）基準料率より低い料率とすることができる者につい      

て 

ア．［略］ 

イ．［略］ 

ウ.実施要領第３の４の（２）のイの（エ）及びウの

HACCP 等の認証とは、総合衛生管理製造過程承認制

度、ISO22000、FSSC22000、SQF2000、GRMS（Global 

Red Meat Standard）、IFS Food Standard、BRC GLOBAL 

STANDARD、JFS－B／C 又は JUSE-HACCP とします。都

ださい。 

 

簡易畜舎の種

類 

基準事業費(税

抜き) 

特認事業費(税抜

き) 

肉用牛舎 ２９千円/㎡ ３３千円/㎡ 

乳用牛舎 ２９千円/㎡ ３３千円/㎡ 

一般豚舎 ２９千円/㎡ ３３千円/㎡ 

分娩豚舎 ２９千円/㎡ ３３千円/㎡ 

鶏舎 ２９千円/㎡ ３３千円/㎡ 

※上記事業費には、ストール等附帯設備は含みませ

ん。 

貸付けを希望される畜舎が、貸付施設等の簡易畜

舎に該当するかどうかは、あらかじめ、当機構の

担当者に問い合わせください。 

  ［以下略］ 

３～５ ［略］ 

６ 貸付料について 

（１）［略］ 

（２）基準料率より低い料率とすることができる者につい      

て 

ア．［略］ 

イ．［略］ 

ウ.実施要領第３の４の（２）のイの（エ）及びウの

HACCP 等の認証とは、総合衛生管理製造過程承認制

度、ISO22000、FSSC22000、SQF2000、GRMS（Global 

Red Meat Standard）、IFS Food Standard、BRC GLOBAL 

STANDARD 又は JFS－B／C とします。都道府県が独自に
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道府県が独自に認証している HACCPや事業者が独自に

認証している HACCPは対象としません。 

また、認証取得に必要な施設を借り受ける者の確

認については、法人経営において総会議事録の確

認、個人経営においては誓約書の提出を行っていた

だきます。 

７～１２［略］ 

１３ 貸付けの申請について 

（１）［略］ 

（２）貸付申請書の経由等 

貸付申請者は、実施要領別紙様式の「畜産高度化支

援リース事業貸付施設等貸付申請書」を作成し、直接

リースにあっては所属する団体（受託団体）に、間接

リースにあっては所属する団体（借受団体又は転貸借

受団体）を経由して機構に提出します。なお、受託団

体は、様式例１の「畜産高度化支援リース事業貸付申

請の提出について（進達）」に基づき機構に進達しま

す（都道府県主務課の経由は必要がありません。）。 

ただし、特認施設等及び家畜伝染病又は自然災害等

の適用を申請しようとする場合は、都道府県主務課長

の意見を付して当機構へ提出してください。 

（３）［略］ 

（４）貸付申請書の添付書類 

ア～ク ［略］ 

ケ．実施要領第１の３に基づくチェックシート 

経営リース、食肉リース及び生乳リースごとに、

別表「チェックシート提出一覧」の借受者の区分に

認証している HACCP や事業者が独自に認証している

HACCPは対象としません。 

また、認証取得に必要な施設を借り受ける者の確認

については、法人経営において総会議事録の確認、個

人経営においては誓約書の提出を行っていただきま

す。 

７～１２［略］ 

１３ 貸付けの申請について 

（１）［略］ 

（２）貸付申請書の経由等 

貸付申請者は、実施要領別紙様式の「畜産高度化支

援リース事業貸付施設等貸付申請書」を作成し、直接

リースにあっては所属する団体（受託団体）に、間接

リースにあっては所属する団体（借受団体又は転貸借

受団体）を経由して機構に提出します。なお、受託団

体は、様式例２の「畜産高度化支援リース事業貸付申

請の提出について（進達）」に基づき機構に進達します

（都道府県主務課の経由は必要がありません。）。 

ただし、特認施設等及び家畜伝染病又は自然災害等

の適用を申請しようとする場合は、都道府県主務課長

の意見を付して当機構へ提出してください。 

（３）［略］ 

（４）貸付申請書の添付書類 

ア～ク ［略］ 

ケ．実施要領第１の３に基づくチェックシート 

経営リース、食肉リース及び生乳リースごとに、

別表「チェックシート提出一覧」の借受者の区分に
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より、「補助事業及び物品・役務の調達（委託事業を

含む）における環境配慮のチェック・要件化（みど

りチェック）の試行実施について」（令和７年１２月

２６日付け７環バ第３５５号農林水産省大臣官房環

境バイオマス政策課長通知）に基づく「「みどりチェ

ック」チェックシート」に記載された各取組につい

て事業実施期間中に実施する旨をチェックして提出 

なお、各取組について、事業実施期間中に実施し

たか否かをチェックし、貸付開始日の属する年度の

翌年度の４月末までに当該チェックシートを提出 

コ～ス ［略］ 

 

１４～１８ ［略］ 

 

附 則 ［略］ 

 

附 則 

１ この留意事項の改正は、令和８年４月６日から施行

し、令和８年４月１日から適用する。 

２ 改正前の留意事項に基づき実施した貸付け及び貸付け

に係る業務の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

より、「補助事業及び物品・役務の調達（委託事業を

含む）における環境負荷低減のクロスコンプライア

ンスの試行実施について」（令和６年１２月２０日付

け６環バ第２７８号農林水産省大臣官房環境バイオ

マス政策課長通知）に基づく「環境負荷低減のチェ

ックシート」に記載された各取組について事業実施

期間中に実施する旨をチェックして提出 

なお、各取組について、事業実施期間中に実施し

たか否かをチェックし、別途指示する時期に当該チ

ェックシートを提出 

コ～ス ［略］ 

 

１４～１８ ［略］ 

 

附 則 ［略］ 
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別表　チェックシート提出一覧

１．経営リース

畜産経営体向け
（様式例３①）

民間事業者・自治体等向け
（様式例３③）

ａ
畜産経営を営む農業者
（法人化しているものを除く。）

〇

ｂ 農業協同組合 〇

ｃ 農業協同組合連合会 〇

ｄ 農事組合法人 〇

ｅ
農事組合法人以外の農地所有適格
法人

〇

ｆ
株式会社又は持分会社であって農
業を主たる事業として営むもの。

〇

ｇ 特定農業団体 〇

ｈ 中小企業等協同組合 〇

ｉ 一般社団法人又は一般財団法人 〇

ｊ 公社 〇

ｋ その他農業者の組織する団体 〇

ｌ 協業組合 〇

ｍ ＰＦＩ事業者 〇

ｎ

地方公共団体及び地域におけるバ
イオマスの利活用に関与している
農林漁業者が組織する団体が参加
する共同事業体

〇

ｏ 第３セクター 〇

ｐ 消費生活協同組合 〇

ｑ
３戸以上の農業を営む個人が構成
員となっている任意団体

〇

ｒ 土地改良区 〇

ｓ

上記aからrに掲げる法人以外のも
のであって、(a)自給飼料の生産を
主たる事業として営む飼料生産組
織、ＴＭＲセンターであって直近
３年以上の活動実績があること、
及び（ｂ）飼料の生産を委託する
畜産農家との間で、長期（３年以
上）に受委託に関する協定を締結
していること

〇

ｔ
その他事業の目的を達成するため
に特に必要なものとして、理事長
が適当と認めたもの

〇

注．借受者には、実施要領第１の２の（１）のウに掲げる再借受者を含む。

借受者
（実施要領第１の２の（１）のイの

（ア）に掲げる者）

「みどりチェック」チェックシート

別表　チェックシート提出一覧

１．経営リース

畜産経営体向け
（様式例３①）

民間事業者・自治体等向け
（様式例３③）

ａ
畜産経営を営む農業者
（法人化しているものを除く。）

〇

ｂ 農業協同組合 〇

ｃ 農業協同組合連合会 〇

ｄ 農事組合法人 〇

ｅ
農事組合法人以外の農地所有適格
法人

〇

ｆ
株式会社又は持分会社であって農
業を主たる事業として営むもの。

〇

ｇ 特定農業団体 〇

ｈ 中小企業等協同組合 〇

ｉ 一般社団法人又は一般財団法人 〇

ｊ 公社 〇

ｋ その他農業者の組織する団体 〇

ｌ 協業組合 〇

ｍ ＰＦＩ事業者 〇

ｎ

地方公共団体及び地域におけるバ
イオマスの利活用に関与している
農林漁業者が組織する団体が参加
する共同事業体

〇

ｏ 第３セクター 〇

ｐ 消費生活協同組合 〇

ｑ
３戸以上の農業を営む個人が構成
員となっている任意団体

〇

ｒ 土地改良区 〇

ｓ

上記aからrに掲げる法人以外のも
のであって、(a)自給飼料の生産を
主たる事業として営む飼料生産組
織、ＴＭＲセンターであって直近
３年以上の活動実績があること、
及び（ｂ）飼料の生産を委託する
畜産農家との間で、長期（３年以
上）に受委託に関する協定を締結
していること

〇

ｔ
その他事業の目的を達成するため
に特に必要なものとして、理事長
が適当と認めたもの

〇

注．借受者には、実施要領第１の２の（１）のウに掲げる再借受者を含む。

借受者
（実施要領第１の２の（１）のイの

（ア）に掲げる者）

環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート
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２．食肉リース

食品関連事業者向け
（様式例３②）

民間事業者・自治体等
向け（様式例３③）

（ａ）
食肉の販売業を営む者を組
合員とする事業協同組合
（食肉販売事業協）

〇

（ｂ）

食肉販売事業協をもって組
織する事業協同組合連合会
であって、都道府県又は都
道府県を越える区域をその
地区とするもの（食肉販売
事業連）

〇

（ｃ）

農業協同組合又は農業協同
組合連合会が株主となって
いる株式会社であって、農
業協同組合、農業協同組合
連合会、地方公共団体又は
独立行政法人農畜産業振興
機構がその法人の発行済株
式のうち議決権のある株式
の総数の過半数を所有して
おり、かつ、食肉の販売を
営むもの

〇

（ｄ）
一般社団法人日本畜産副産
物協会

〇

（ｅ）
公益社団法人日本食肉市場
卸売協会

〇

（ｆ）

公益社団法人、公益財団法
人、一般社団法人又は一般
財団法人であって、食肉流
通の合理化、衛生水準の高
度化等を目的とするもの

〇

（ｇ）
実施要領第１の２の（２）
のイの（ア）のｂに掲げる
再借受者

〇

借受者
（実施要領第１の２の（２）のイの

（ア）のａに掲げる者）

「みどりチェック」チェックシート

２．食肉リース

食品関連事業者向け
（様式例３②）

民間事業者・自治体等
向け（様式例３③）

（ａ）
食肉の販売業を営む者を組
合員とする事業協同組合
（食肉販売事業協）

〇

（ｂ）

食肉販売事業協をもって組
織する事業協同組合連合会
であって、都道府県又は都
道府県を越える区域をその
地区とするもの（食肉販売
事業連）

〇

（ｃ）

農業協同組合又は農業協同
組合連合会が株主となって
いる株式会社であって、農
業協同組合、農業協同組合
連合会、地方公共団体又は
独立行政法人農畜産業振興
機構がその法人の発行済株
式のうち議決権のある株式
の総数の過半数を所有して
おり、かつ、食肉の販売を
営むもの

〇

（ｄ）
一般社団法人日本畜産副産
物協会

〇

（ｅ）
公益社団法人日本食肉市場
卸売協会

〇

（ｆ）

公益社団法人、公益財団法
人、一般社団法人又は一般
財団法人であって、食肉流
通の合理化、衛生水準の高
度化等を目的とするもの

〇

（ｇ）
実施要領第１の２の（２）
のイの（ア）のｂに掲げる
再借受者

〇

借受者
（実施要領第１の２の（２）のイの

（ア）のａに掲げる者）

環境負荷低減のクロスコンプライアンス
チェックシート
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３．生乳リース

畜産経営体向け
（様式例３①）

食品関連事業者向け
（様式例３②）

民間事業者・自治体等向け
（様式例３③）

農業協同組合又は農業
協同組合連合会

〇

農業協同組合又は農業
協同組合連合会又はこ
れらを構成員とする団
体が集送乳等契約を締
結している中小法人で
あって理事長が認めた
もの

〇

（イ）

乳業者が直接又は間接
の構成員となっている
事業協同組合、協同組
合連合会若しくは企業
組合又は協業組合

〇

（ウ）

農業協同組合又は農業
協同組合連合会が株主
となっている株式会社
であって、農業協同組
合、農業協同組合連合
会、地方公共団体又は
独立行政法人農畜産業
振興機構がその法人の
発行済株式のうち議決
権のある株式の総数の
過半数を所有している
もの

〇

（エ）

公益社団法人、公益財
団法人、一般社団法人
又 は 一 般財 団法 人で
あって、酪農の振興を
目的とするもの

〇

（オ）
牛乳販売店が構成員と
なっている商工組合

〇

（カ）
乳製品の製造業を行っ
ている個人又は中小法
人

〇

（キ）

その他牛乳の流通に関
する団体又は中小法人
であって、生乳の流通
の合理化のために理事
長が適当であると認め
るもの

〇

注．借受者には、実施要領第１の２の（３）のウに掲げる再借受者を含む。

借受者
（実施要領第１の２の（３）のイ

に掲げる者）

（ア）

「みどりチェック」チェックシート

３．生乳リース

畜産経営体向け
（様式例３①）

食品関連事業者向け
（様式例３②）

民間事業者・自治体等向け
（様式例３③）

農業協同組合又は農業
協同組合連合会

〇

農業協同組合又は農業
協同組合連合会又はこ
れらを構成員とする団
体が集送乳等契約を締
結している中小法人で
あって理事長が認めた
もの

〇

（イ）

乳業者が直接又は間接
の構成員となっている
事業協同組合、協同組
合連合会若しくは企業
組合又は協業組合

〇

（ウ）

農業協同組合又は農業
協同組合連合会が株主
となっている株式会社
であって、農業協同組
合、農業協同組合連合
会、地方公共団体又は
独立行政法人農畜産業
振興機構がその法人の
発行済株式のうち議決
権のある株式の総数の
過半数を所有している
もの

〇

（エ）

公益社団法人、公益財
団法人、一般社団法人
又 は 一 般財 団法 人で
あって、酪農の振興を
目的とするもの

〇

（オ）
牛乳販売店が構成員と
なっている商工組合

〇

（カ）
乳製品の製造業を行っ
ている個人又は中小法
人

〇

（キ）

その他牛乳の流通に関
する団体又は中小法人
であって、生乳の流通
の合理化のために理事
長が適当であると認め
るもの

〇

注．借受者には、実施要領第１の２の（３）のウに掲げる再借受者を含む。

借受者
（実施要領第１の２の（３）のイ

に掲げる者）

（ア）

環境負荷低減のクロスコンプライアンス
チェックシート
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様式例３① 

「みどりチェック」チェックシート（畜産経営者向け） 

 

様式例３① 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート 

（畜産経営者向け） 
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様式例３② 

「みどりチェック」チェックシート（食品関連事業者向

け） 

 
 

様式例３② 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート 

（食品関連事業者向け） 
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様式例３③ 

「みどりチェック」チェックシート（民間事業者・自治

体等向け） 

 

様式例３③ 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート 

（民間事業者・自治体等向け） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


